
映像・情報メディアセンターの利用料金について 

 

１．施設名称  川口市立映像・情報メディアセンター 

２．指定管理者 株式会社デジタルＳＫＩＰステーション 

３．指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

４．改正の趣旨及び内容 

 「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」の策定を契機として、受益者負担の適正化を図るため、映像・情報メディアセンターの利用料金

の上限額を次のとおり改めるもの。 

５．利用料金 

 

【資料４】 


